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平成２７年３月 高根沢町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨    

近年、子ども・子育てを取り巻く状況は大きく変化しており、こうした変化に対応するため、国

では、平成 24 年 8 月に「子ども・子育て関連３法」を制定しました。この３法に基づいて、平成

27 年度から「子ども・子育て支援新制度」が始まります。それにともない、都道府県や市町村で

は「子ども・子育て支援事業計画」を策定することが義務づけられることとなりました。 

高根沢町では、平成 22 年３月に「次世代育成支援対策高根沢町地域行動計画（後期行動計画）」

を策定し、３つの基本理念を掲げ、様々な施策を推進してきました。しかしながら、本町において

も進行しつつある少子化や世帯規模の縮小、その一方で増える教育・保育のニーズといった、子ど

も・子育てを取り巻く環境の変化は、子育て世帯のみならず地域社会全体で取り組んでいかなけれ

ばならない問題となっています。 

以上のことを踏まえ、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境を整備

することを目的として、本計画を策定します。 
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や っ ぱ り 高 根 沢 町 が い い ！  

計画の基本理念計画の基本理念計画の基本理念計画の基本理念    

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の基本的視点計画の基本的視点計画の基本的視点計画の基本的視点    

 

  

●子どもの人権が最大限に尊重されるよう配慮し、すべての子どもが安全に過ごせる居場所を確

保します。 

●子どもの視点に立った教育・保育事業を進めるとともに、貴重な体験学習や世代間交流を通し

て豊かな心や体の育成に取り組んでいきます。 

●毎日の子育てを通して親自身も成長していきます。すべての親が、心身ともにゆとりをもって子

育てを行い、子育てを通じた自身の成長と充実を得る機会を提供できるような支援を行います。 

●次代の親となる若い男女が子どもを生み育てたいと思えるように、乳幼児とのふれあいを通し

て、子育ての楽しさやおもしろさを経験できる機会を提供します。 

２ 親育ち 

●すべての家庭が安心して子育てができるように、地域全体で子育て家庭を支えていきます。 

●子育て家庭が抱える不安や負担の軽減を図り、お互いが助け合いながら子育てができる地域ネ

ットワーク形成を推進します。 

３ 地域育ち 

子育てからはじまる 地域のふれあい みんなが家族 

高根 沢 町の子 育て支 援  

子育てするなら子育てするなら子育てするなら子育てするなら    

大人になっても大人になっても大人になっても大人になっても    

子どもが町に誇りを 

もって成長できる環境 

質の高い子育てサービス 

を受けられる環境 

希望 夢 

高根沢町の資源を活用し、 

地域社会全体で支援 

１ 子育ち 
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施策の体系施策の体系施策の体系施策の体系    

基本理念の実現を目指して、以下に示すように４つの基本目標を掲げ、18 の基本施策を実施し

ます。 
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計画事業の量の見込み計画事業の量の見込み計画事業の量の見込み計画事業の量の見込み    

子ども・子育て支援法の新制度に基づく幼児期の「特定教育・保育事業施設（認定こども園、幼

稚園、保育所）」、及び以下に示す「地域子ども・子育て支援事業」について、量の見込みに応じた

施設定員を確保します。 

■教育・保育の量の見込み 

■地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

  ※「放課後児童健全育成事業」「時間外（延長）保育事業」は実人数、それ以外の事業の人数は年間の延人数。 

 

 

認定区分 ⾒込み 
（Ｈ27 年） 

確保量 
との差 

⾒込み 
（Ｈ31 年） 

確保量 
との差 

1 号 認 定 
（ 3 〜 5 歳 ） 学 校 教 育 の み 247 人 30 人 224 人 53 人 

2 号 認 定 
（ 3 〜 5 歳 ） 

幼 児 期 の 学 校 教 育 の 
利 ⽤ 希 望 が 強 い 93 人 8 人 84 人 18 人 

上 記 以 外 401 人 7 人 363 人 45 人 

3 号 認 定 
（ 0 〜 2 歳 ） 

0 歳 41 人 9 人 47 人 5 人 

１ 〜 ２ 歳 227 人 2 人 259 人 1 人 

事 業 名 ⾒込み 
（Ｈ27年） 

確保量 
との差 

⾒込み 
（Ｈ31 年） 

確保量 
との差 

1.放課後児童健全育成事業 340 人 0 人 306 人 0 人 
2.利⽤者⽀援事業 3 ヶ所 0 ヶ所 3 ヶ所 0 ヶ所 
3.妊婦健康診査事業 300 人 0 人 292 人 0 人 
4.乳児家庭全⼾訪問事業 270 人 0 人 262 人 0 人 
5.養育支援訪問事業 30 人 0 人 30 人 0 人 
6.時間外（延⻑）保育事業 275 人 0 人 255 人 0 人 
7.一時預かり（預かり保育） 11,496 人日 0 人 10,662 人日 0 人 
8.子育て短期支援事業（ショートステイ） 0 ヶ所 1 ヶ所 0 ヶ所 1 ヶ所 
9.子育て支援センター事業（地域子育て支援拠点事業） 6,556 人回 0 人 6,225 人回 0 人 
10.病児・病後児保育事業 89 人日 0 人 81 人日 0 人 
11.ファミリー・サポート・センター事業 118 人日 0 人 108 人日 0 人 
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